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(54)【発明の名称】 内視鏡

(57)【要約】
【課題】本発明は、湾曲部におけるトータルの軸方向長
さを十分に確保して内視鏡挿入部の挿入性能を高めると
ともに、小回りの効く湾曲形状を実現することにより、
観察・処置性能の両方に優れた内視鏡を提供することを
特徴とする。
【解決手段】第１上下湾曲操作ノブ１８および第１左右
湾曲操作ノブ１９の操作時には挿入部２の先端側の第１
湾曲部１３と、この第１湾曲部１３の後方の第２湾曲部
１４とを同時に駆動するとともに、第２上下湾曲操作ノ
ブ２０の操作時には第２湾曲部１４のみを駆動するもの
である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  細長な挿入部の先端側にそれぞれ複数の
関節駒を回動自在に連結して構成した２つの湾曲部を前
記挿入部の軸方向に沿って並設し、
前記挿入部の先端側に配置された第１湾曲部と、この第
１湾曲部の後方に配置された第２湾曲部とを同時に駆動
する第１湾曲操作手段と、少なくとも前記第１湾曲部お
よび前記第２湾曲部のいずれか一方のみを駆動する第２
湾曲操作手段とを前記挿入部の基端側に連接された操作
部に設けたことを特徴とする内視鏡。
【請求項２】  第２湾曲操作手段は、前記第１湾曲部と
前記第２湾曲部とを選択的に切換え操作する切換え操作
手段を有することを特徴とする請求項１に記載の内視
鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、例えば大腸などの
解剖学的に形状が複雑な管腔内に挿入されて使用される
内視鏡に関する。
【０００２】
【従来の技術】一般に、大腸内視鏡検査における内視鏡
の挿入は、大腸の解剖学的複雑さや、腸の走行・長さが
各個人によって千差万別であることから、その手技を短
時間で習得することは困難であるといわれている。
【０００３】そのような環境の中で、術者の挿入手技も
進歩を重ね、現在においては例えば、腸の襞を引っ掛け
ながら挿入するライトターンショートニングといった手
技も開発されている。また、他の手技として、大腸の深
部への内視鏡挿入部の挿入を容易たらしめるプッシュ法
なども開発されている。これは基本的には、大腸の管腔
に沿って内視鏡を挿入し、内視鏡の挿入部がループやた
わみを形成した場合は、湾曲機構により内視鏡先端部を
円弧状にして腸内の屈曲部に引っ掛けながらループやた
わみを解除し、内視鏡挿入部の挿入を行なうものであ
る。
【０００４】また、大腸に挿入される内視鏡において
は、上述したような手技に対応させるため、内視鏡挿入
部の先端部を所望の方向に向けさせる湾曲部の軸方向の
長さは、ある程度の長さが必要とされている。
【０００５】その一方で、大腸はその解剖学的特徴から
襞が多く形成されており、襞の裏側の観察や、治療を行
なうためには、内視鏡の湾曲部は小回りの効くものが要
求される。
【０００６】このように小回りが効く湾曲機構として、
本出願人は、本願の出願時にはまだ公開前の特願２００
１－２３２１６６号を出願している。これは、細長な挿
入部の先端側に複数の関節駒を回動自在に連結し、それ
ぞれ独立に動作する２つの湾曲部を連設し、挿入部の先
端側に配置された第１湾曲部の後方に配置した第２湾曲
部の軸方向の長さ寸法を、第１湾曲部の軸方向の長さ寸
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法よりも小さくしたものである。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】特願２００１－２３２
１６６号のように小回りが効く湾曲機構を採用した場合
には襞の裏側の観察や治療は行ない易くなる。しかしな
がら、大腸の深部へ内視鏡挿入部を挿入する挿入手技に
おいては、特願２００１－２３２１６６号のように小回
りが効く湾曲機構を採用した内視鏡の湾曲部長さでは、
襞を掻き分けたり、内視鏡挿入部のループやたわみを解
除するために屈曲部に湾曲部を引っ掛ける操作を行なう
場合には湾曲部の長さが不十分なケースがあった。
【０００８】また、内視鏡の挿入性を向上させる手段と
しては第１湾曲部の軸方向の長さをより長くすることも
考えられるが、この場合は第１湾曲部の湾曲形状が大き
くなり、小回りが効かなくなってしまう。
【０００９】そのため、上記従来構成の内視鏡では、湾
曲機構を改良することによる内視鏡挿入部の挿入性能の
向上と、観察・治療性能の向上とをバランス良く両立さ
せることは非常に難しかった。
【００１０】本発明は上記事情に着目してなされたもの
で、その目的は、湾曲部におけるトータルの軸方向長さ
を十分に確保して内視鏡挿入部の挿入性能を高めるとと
もに、小回りの効く湾曲形状を実現することにより、観
察・処置性能の両方に優れた内視鏡を提供することにあ
る。
【００１１】
【課題を解決するための手段】請求項１の発明は、細長
な挿入部の先端側にそれぞれ複数の関節駒を回動自在に
連結して構成した２つの湾曲部を前記挿入部の軸方向に
沿って並設し、前記挿入部の先端側に配置された第１湾
曲部と、この第１湾曲部の後方に配置された第２湾曲部
とを同時に駆動する第１湾曲操作手段と、少なくとも前
記第１湾曲部および前記第２湾曲部のいずれか一方のみ
を駆動する第２湾曲操作手段とを前記挿入部の基端側に
連接された操作部に設けたことを特徴とする内視鏡であ
る。
【００１２】そして、本請求項１の発明では、操作部の
第１湾曲操作手段の操作時には挿入部の先端側の第１湾
曲部と、この第１湾曲部の後方の第２湾曲部とを同時に
作動させることにより、湾曲部におけるトータルの軸方
向長さを十分に確保する。また、第２湾曲操作手段の操
作時には少なくとも第１湾曲部および第２湾曲部のいず
れか一方のみを作動させることにより、小回りの効く湾
曲形状を実現するようにしたものである。
【００１３】請求項２の発明は、第２湾曲操作手段は、
前記第１湾曲部と前記第２湾曲部とを選択的に切換え操
作する切換え操作手段を有することを特徴とする請求項
１に記載の内視鏡である。
【００１４】そして、本請求項２の発明では、切換え操
作手段の操作によって第２湾曲操作手段の操作時に作動
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させる第１湾曲部と第２湾曲部とを選択的に切換え操作
するようにしたものである。
【００１５】
【発明の実施の形態】以下、本発明の第１の実施の形態
を図１乃至図７を参照して説明する。図１は本実施の形
態の大腸内視鏡１の全体の概略構成を示すものである。
この内視鏡１の本体には、管腔内に挿入される細長い挿
入部２の基端部に手元側の操作部３が連結されている。
この操作部３にはユニバーサルコード部４の一端が連結
されている。このユニバーサルコード部４の他端には図
示しないコネクタが連結されている。そして、このコネ
クタが光源や、画像処理装置（図示しない）に対して着
脱自在に接続されている。
【００１６】また、挿入部２には細長い可撓管部７の先
端側に湾曲部６の基端部が連結されている。この湾曲部
６の先端側は先端部５の基端部に連結されている。これ
により、全体的に軟性かつ長尺な挿入部２が構成されて
いる。
【００１７】さらに、先端部５には観察光学系の一端を
なす観察用カバーレンズ８と、この観察用カバーレンズ
８の表面を洗浄するためのノズル９と、２つの照明用カ
バーレンズ１０と、処置具などを挿通するためのチャン
ネル１１とが配設されている。ここで、チャンネル１１
は挿入部２内を経由して操作部３に設けられた処置具挿
入口１２に連通されている。そして、術者が治療を行な
う際は、この処置具挿入口１２からチャンネル１１内に
処置具を挿入するようになっている。
【００１８】さらに、湾曲部６は、先端側に配置された
後述する第１湾曲部１３と、この第１湾曲部の後方に配
置された後述する第２湾曲部１４とから構成されてい
る。
【００１９】また、操作部３は、術者が内視鏡を把持す
るためのグリップ部１５と、このグリップ部１５の後端
に配置された主操作部１６と、さらにこの主操作部１６
の後端に連結された副操作部１７とから構成されてい
る。主操作部１６には上下方向の湾曲操作用の第１上下
湾曲操作ノブ（第１湾曲操作手段）１８と、左右方向の
湾曲操作用の第１左右湾曲操作ノブ（第１湾曲操作手
段）１９とが上下に重ねられた状態でそれぞれ独立に回
動操作可能に支持されている。さらに、副操作部１７に
は上下の湾曲操作用の第２上下湾曲操作ノブ（第２湾曲
操作手段）２０が回動操作可能に支持されている。な
お、主操作部１６の側面には送気・送水操作ボタン２
１、吸引操作ボタン２２などが設けられている。
【００２０】次に、本実施の形態の内視鏡１の湾曲機構
の詳細な構成について図２および図３を参照して説明す
る。図２に示すように湾曲部６の第１湾曲部１３には複
数の略円筒形状の第１湾曲駒（関節駒）２４がそれぞれ
回動自在に連設されている。さらに、第２湾曲部１４に
は複数の略円筒形状の第２湾曲駒（関節駒）２５がそれ
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ぞれ回動自在に連設されている。なお、第１湾曲部１３
の各第１湾曲駒２４および第２湾曲部１４の各第２湾曲
駒２５の外周面上には細線のワイヤーなどを筒状に編み
こんだ図示しない湾曲ブレードが被せられ、さらにこの
湾曲ブレードの外周面上に湾曲ゴム２６が水密に被せら
れて一体的な湾曲部ユニットが構成されている。
【００２１】また、湾曲部６の第１湾曲部１３および第
２湾曲部１４には、先端側よりこれらの湾曲部６を牽引
して上下方向に湾曲させるための２本の第１上下湾曲操
作ワイヤー２７（ＵＰ方向の第１上下湾曲操作ワイヤー
２７と、ＤＯＷＮ方向の第１上下湾曲操作ワイヤー２
７）と、左右方向に湾曲させるための２本の第１左右湾
曲操作ワイヤー２８（ＬＥＦＴ方向の第１左右湾曲操作
ワイヤー２７と、ＲＩＧＨＴ方向の第１左右湾曲操作ワ
イヤー２７）とがそれぞれ配設されている。ここで、図
３に示すように２本の第１上下湾曲操作ワイヤー２７は
各湾曲駒２４、２５の周方向に沿って略１８０°離れた
上下の両端部位置に配置されている。さらに、２本の第
１左右湾曲操作ワイヤー２８は各湾曲駒２４、２５の周
方向に沿って略１８０°離れた左右の両端部位置に配置
されている。
【００２２】また、２本の第１上下湾曲操作ワイヤー２
７の各先端部と、２本の第１左右湾曲操作ワイヤー２８
の各先端部とは第１湾曲部１３における最先端位置の第
１湾曲駒２４ａにそれぞれ固定されている。ここで、２
本の第１上下湾曲操作ワイヤー２７の各先端固定部は最
先端位置の第１湾曲駒２４ａの周方向に沿って１８０°
離れた上下の両端部位置に配置されている。さらに、２
本の第１左右湾曲操作ワイヤー２８の各先端固定部は最
先端位置の第１湾曲駒２４ａの周方向に沿って１８０°
離れた左右の両端部位置に配置されている。
【００２３】また、図３に示すように湾曲部６の各第１
湾曲駒２４および各第２湾曲部１４の内周面には４つの
円筒状の第１ワイヤーガイド３０が略９０°間隔で配置
され、それぞれロー付けなどで固定されている。そし
て、２本の第１上下湾曲操作ワイヤー２７と、２本の第
１左右湾曲操作ワイヤー２８とはこれらの各第１ワイヤ
ーガイド３０内に軸方向に移動自在に挿通されている。
【００２４】さらに、２本の第１上下湾曲操作ワイヤー
２７の各基端部側と、２本の第１左右湾曲操作ワイヤー
２８の各基端部側とは挿入部２の可撓管部７内を通り、
手元側の操作部３側にそれぞれ延出されている。ここ
で、挿入部２の可撓管部７内には針金を螺旋状に巻いた
４つの第１コイル３１が配設されている。そして、２本
の第１上下湾曲操作ワイヤー２７と、２本の第１左右湾
曲操作ワイヤー２８とは各第１コイル３１にそれぞれ挿
通されている。これにより、４本の各湾曲操作ワイヤー
２７，２８は図３に示すように可撓管部７内に配設され
ている他の内蔵物、例えばＣＣＤケーブル３６、２つの
照明用ライトガイドファイバー３７、送気・送水用チャ
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ンネル３８、チャンネルチューブ３２などの影響を受け
ずにスムーズに進退するように設計されている。
【００２５】また、２本の第１上下湾曲操作ワイヤー２
７の各基端部は主操作部１６の第１上下湾曲操作ノブ１
８と同軸上に設けられた図示しない円筒部材に連設され
ている。そして、第１上下湾曲操作ノブ１８を回転操作
することによって第１上下湾曲操作ワイヤー２７を牽引
することが可能となっている。
【００２６】同様に、２本の第１左右湾曲操作ワイヤー
２８の各基端部は主操作部１６の第１左右湾曲操作ノブ
１９と同軸上に設けられた図示しない円筒部材に連設さ
れている。そして、第１左右湾曲操作ノブ１９を回転操
作することによって第１左右湾曲操作ワイヤー２８を牽
引することが可能となっている。
【００２７】ここで、例えば第１上下湾曲操作ノブ１８
の回動操作によってＵＰ方向の第１上下湾曲操作ワイヤ
ー２７を牽引する。このとき、第１上下湾曲操作ワイヤ
ー２７は第１湾曲駒２４および第２湾曲部１４内の各第
１ワイヤーガイド３０内を経由しているため、第１湾曲
部１３および第２湾曲部１４を同時に作動させることが
できる。そして、ＵＰ方向の第１上下湾曲操作ワイヤー
２７の牽引動作にともない手元側から第２湾曲部１４の
各第２湾曲駒２５および第１湾曲部１３の各第１湾曲駒
２４を逐次各湾曲駒の肩口部３３が当接する位置までＵ
Ｐ方向に回動させることができる。このように湾曲部６
の第１湾曲部１３と第２湾曲部１４とを同時に作動させ
ることにより、湾曲部６におけるトータルの軸方向長さ
を十分に確保して大きなＵＰ方向の湾曲形状を形成する
ことができる。このとき、ＵＰ方向の第１上下湾曲操作
ワイヤー２７の牽引量によって所望のＵＰ方向の湾曲角
度を調整することができる。
【００２８】また、第１上下湾曲操作ノブ１８の逆方向
の回動操作によってＤＯＷＮ方向の第１上下湾曲操作ワ
イヤー２７を牽引することができる。これにより、第１
湾曲部１３および第２湾曲部１４を同時に作動させ、湾
曲部６におけるトータルの軸方向長さを十分に確保して
大きなＤＯＷＮ方向の湾曲形状を形成することができ
る。このとき、ＤＯＷＮ方向の第１上下湾曲操作ワイヤ
ー２７の牽引量によって所望のＤＯＷＮ方向の湾曲角度
を調整することができる。
【００２９】また、第１左右湾曲操作ノブ１９の回転操
作によってＬＥＦＴ方向の第１左右湾曲操作ワイヤー２
８を牽引した場合、或いは第１左右湾曲操作ノブ１９の
逆方向の回転操作によってＲＩＧＨＴ方向の第１左右湾
曲操作ワイヤー２８を牽引した場合にも同様に第１湾曲
部１３および第２湾曲部１４を同時に作動させることが
できる。これにより、第１湾曲部１３および第２湾曲部
１４を同時に作動させ、湾曲部６におけるトータルの軸
方向長さを十分に確保して大きなＬＥＦＴ方向、或いは
ＲＩＧＨＴ方向の湾曲形状を形成することができる。こ
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のとき、ＬＥＦＴ方向、或いはＲＩＧＨＴ方向の第１左
右湾曲操作ワイヤー２８の牽引量によって所望の湾曲方
向の湾曲角度を調整することができる。
【００３０】また、第２湾曲部１４の最先端位置の第２
湾曲駒２５ａにはこの第２湾曲部１４を牽引して湾曲さ
せるための２本の第２上下湾曲操作ワイヤー２９（ＵＰ
方向の第２上下湾曲操作ワイヤー２９と、ＤＯＷＮ方向
の第２上下湾曲操作ワイヤー２９）の各先端部が固定さ
れている。ここで、２本の第２上下湾曲操作ワイヤー２
９の各先端固定部は最先端位置の第２湾曲駒２５ａの周
方向に沿って１８０°離れた上下の両端部位置に配置さ
れている。
【００３１】さらに、図３に示すように第２湾曲部１４
の各第２湾曲駒２５のみの内周面には２本の第２上下湾
曲操作ワイヤー２９をそれぞれ挿通する２つの円筒状の
第２ワイヤーガイド３４が固定されている。そして、２
本の第２上下湾曲操作ワイヤー２９はこれらの各第２ワ
イヤーガイド３４内に軸方向に移動自在に挿通されてい
る。
【００３２】また、２本の第２上下湾曲操作ワイヤー２
９の各基端部側は挿入部２の可撓管部７内を通り、手元
側の操作部３側にそれぞれ延出されている。ここで、挿
入部２の可撓管部７内には２本の第２上下湾曲操作ワイ
ヤー２９がそれぞれ挿通される円筒状の２つの第２コイ
ル３５が配設されている。そして、２本の第２上下湾曲
操作ワイヤー２９は各第２コイル３５にそれぞれ挿通さ
れている。
【００３３】さらに、２本の第２上下湾曲操作ワイヤー
２９の各基端部側は手元側の操作部３側にそれぞれ延出
されている。ここで、２本の第２上下湾曲操作ワイヤー
２９の各基端部は副操作部１７の第２上下湾曲操作ノブ
２０と同軸上に設けられた図示しない円筒部材に連設さ
れている。そして、第２上下湾曲操作ノブ２０を回転操
作することによって、第２上下湾曲操作ワイヤー２９を
牽引することが可能となっている。
【００３４】また、第２上下湾曲操作ワイヤー２９が第
２湾曲部１４の各第２湾曲駒２５の第２ワイヤーガイド
３４を経由していることにより、第２上下湾曲操作ノブ
２０の操作によってＵＰ方向、またはＤＯＷＮ方向の第
２上下湾曲操作ワイヤー２９を牽引すると、第２湾曲部
１４のみを作動させることができる。これにより、第２
上下湾曲操作ノブ２０の操作時には第２湾曲部１４のみ
を作動させることにより、小回りの効く湾曲形状を実現
することができる。
【００３５】さらに、第２湾曲部１４の各第２湾曲駒２
５の内周面には湾曲部６全体を上下方向に湾曲させるた
めの第１上下湾曲操作ワイヤー２７用の第１ワイヤーガ
イド３０と、第２湾曲部１４のみを作動させる第２上下
湾曲操作ワイヤー２９用の第２ワイヤーガイド３４とが
隣接して設けられているため、それぞれの湾曲操作を行
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7
なった際の湾曲方向のズレを最小限に抑えることができ
る。
【００３６】そこで、上記構成のものにあっては次の効
果を奏する。すなわち、本実施の形態の内視鏡１では操
作部３の第１上下湾曲操作ノブ１８および第１左右湾曲
操作ノブ１９の操作時には挿入部２の先端側の第１湾曲
部１３と、この第１湾曲部１３の後方の第２湾曲部１４
とを同時に作動させることにより、湾曲部６におけるト
ータルの軸方向長さを十分に確保して大きな湾曲形状を
形成することができる。また、第２上下湾曲操作ノブ２
０の操作時には第２湾曲部１４のみを作動させることに
より、小回りの効く湾曲形状を実現することができる。
その結果、湾曲部６におけるトータルの軸方向長さを十
分に確保して内視鏡挿入部２の挿入性能を高めるととも
に、小回りの効く湾曲形状を実現することにより、観察
・処置性能の両方に優れた内視鏡を提供することができ
る。
【００３７】次に、本実施の形態の内視鏡１を実際の内
視鏡検査・治療に使用する方法について図４および図５
を参照して説明する。図４は、内視鏡１を大腸Ｈに挿入
している途中で、大腸Ｈの脾彎曲部３９に内視鏡１の先
端部５を引っ掛けながら挿入部２をねじり、Ｓ字状結腸
４０に形成されたたわみ４１を解除しようとしている状
態を示すものである。
【００３８】ここでは、第１上下湾曲操作ノブ１８によ
って湾曲部６全体（第１湾曲部１３および第２湾曲部１
４）をＵＰ方向に湾曲させることで、大きな湾曲半径Ｒ
を形成することができる。そのため、内視鏡１の先端部
５を脾彎曲部３９に引っ掛け易くなる。これにより、た
わみ４１の解除が容易となる。そして、たわみ４１を解
除することにより、より深部への内視鏡１の挿入作業を
容易にすることができる。
【００３９】また、図５は、内視鏡１で大腸Ｈ内を観察
している状態を示すものである。一般に、大腸Ｈ内は解
剖学的特長から襞４２が多く形成されている。そして、
襞４２の裏側の観察は通常の内視鏡では困難な場合が多
い。このような状況において、本実施の形態の内視鏡１
では第１上下湾曲操作ノブ１８によって湾曲部６全体を
ＵＰ方向に湾曲させた後、第２上下湾曲操作ノブ２０に
よって第２湾曲部１４をＤＯＷＮ方向に湾曲させること
により、湾曲部６の全体の形状は図５に示すようにＳ字
状になり、小回りの効く湾曲形状を提供することができ
る。これにより、従来困難であった襞４２の裏側などの
内視鏡観察を容易に行なうことができる。なお、内視鏡
観察だけでなく、治療においてもその効果は十分に発揮
可能である。
【００４０】さらに、頻繁に湾曲部６のアングル操作を
行なう内視鏡１の挿入時において、挿入操作に必要な第
１上下湾曲操作ノブ１８および第１左右湾曲操作ノブ１
９を術者が把持するグリップ部１５に近い主操作部１６
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に配置し、使用頻度の少ない第２上下湾曲操作ノブ２０
を通常では手の届かない副操作部１７に配置することに
より、術者がより快適に操作できる。
【００４１】次に、図６（Ａ）～（Ｃ）および図７を参
照して本実施の形態の内視鏡１を使用した第１の治療方
法について説明する。本実施の形態の内視鏡１による観
察時に悪性腫瘍４３を発見した場合には、内視鏡１のチ
ャンネル１１内を通して局注針４４を体内に挿入する。
そして、図６（Ａ）に示すように悪性腫瘍４３の下に局
注針４４にて生理食塩水を注入する。これにより、粘膜
下層と固有筋層とを剥離させる。
【００４２】また、図６（Ｂ）に示すように予め内視鏡
１の挿入部２の外周面には外付けチャンネル４５が取り
付けられている。この外付けチャンネル４５内にはスネ
ア装置４６が挿通されている。このスネア装置４６から
突出された熱伝導性の高い材質からなるリング部４７は
あらかじめ挿入部２に通されている。
【００４３】その後、内視鏡１のチャンネル１１から糸
付クリップ４８を突出させる。そして、悪性腫瘍４３を
避けながらその近傍に糸付クリップ４８によってクリッ
ピングを行なう。同様の操作を繰り返し、図６（Ｃ）に
示すように悪性腫瘍４３の周囲に等間隔に計４回の糸付
クリップ４８によるクリッピングを行なう。
【００４４】次に、あらかじめ挿入部２に通しておいた
スネア装置４６を前方に突出させる。このとき、リング
部４７の径を拡大させながら、先ほどの糸付クリップ４
８をガイドに図７に示すようにリング部４７を悪性腫瘍
４３の全周に掛ける。その後、リング部４７の緊縛と高
周波電流の通電を同時に行ない、悪性腫瘍４３を切除す
る。
【００４５】この治療方法では、糸付クリップ４８をガ
イドにリング部４７を悪性腫瘍４３の全周に掛けるスネ
アリングが行なえるので、糸付クリップ４８のクリッピ
ングによって設定された切除範囲全体を確実に切除でき
る。そのため、より大きな病変部位の一括切除が可能と
なる。さらに、スネア装置４６のリング部４７の緊縛時
にはリング部４７がクリップ４８に係止されるので、リ
ング部４７が生体組織の表面で滑ることもない。
【００４６】なお、本治療法のように外付チャンネル４
５にスネア装置４６を挿通しておくのではなく、図８に
示す変形例のように第１の実施の形態（図１乃至図７参
照）の内視鏡１とは異なる構成の２チャンネル内視鏡４
９を使用してもよい。本変形例では２チャンネル内視鏡
４９を設けている。さらに、２チャンネル内視鏡４９の
先端部５には透明キャップ５０が装着されている。この
透明キャップ５０の先端部内周面には突起部５３が突出
されている。
【００４７】そして、本変形例の２チャンネル内視鏡４
９の使用時には２チャンネル内視鏡４９の第１チャンネ
ル５１にスネア装置４６を挿通し、リング部４７を透明



(6) 特開２００３－２２００２２

10

20

30

40

50

9
キャップ５０の突起部５３にあらかじめ当接させてお
く。この状態で、２チャンネル内視鏡４９の第２チャン
ネル５２から糸付クリップ４８を突出させる。その後は
第１の実施の形態の内視鏡１と同様の操作によって悪性
腫瘍４３を切除する。これにより、本変形例でも第１の
実施の形態の内視鏡１と同様の効果を得ることができ
る。
【００４８】また、図９（Ａ）～（Ｄ）は本発明の第２
の実施の形態を示すものである。本実施の形態は第１の
実施の形態（図１乃至図７参照）の内視鏡１による第２
の治療方法を示すものである。本実施の形態では図９
（Ａ）に示すように予め内視鏡１の先端部５には透明キ
ャップ５０が装着されている。この透明キャップ５０の
外周面にはゴムなどの弾性体からなるリング状の締め付
け具５４が配設されている。
【００４９】また、透明キャップ５０の先端部内周面に
はリング状の突起部５３が突設されている。そして、こ
の透明キャップ５０内には、チャンネル１１から突出さ
せたスネア装置４６のリング部４７が突起部５３にあら
かじめ当接した状態でセッティングされている。
【００５０】また、悪性腫瘍４３を治療する際は、この
悪性腫瘍４３の下に局注針４４（図６（Ａ）参照）にて
生理食塩水を注入し、粘膜下層と固有筋層とを剥離させ
る。その後、透明キャップ５０の先端を悪性腫瘍４３の
周辺に押し付け、チャンネル１１を使用して吸引する。
【００５１】このとき、粘膜下層と固有筋層は既に剥離
しているので、図９（Ｂ）に示すように粘膜下層のみが
透明キャップ５０内に収められる。この状態で、締め付
け具５４に取り付けられている固定装置５５（図９
（Ａ）参照）を開放して、弾性体である締め付け具５４
を透明キャップ５０の前方に押し出すことにより、締め
付け具５４を悪性腫瘍４３の全周に掛ける。これによ
り、透明キャップ５０内に吸引されて持上げた悪性腫瘍
４３の病変部位の根元部分を締め付け具５４の弾力によ
って十分に締め付けることができる。
【００５２】その後、図９（Ｃ）に示すように先ほど悪
性腫瘍４３の病変部位の根元部分を締め付けた締め付け
具５４の上方にスネア装置４６のリング部４７を掛けた
後、緊縛と高周波電流の通電を同時に行ない、図９
（Ｄ）に示すように悪性腫瘍４３を切除する。
【００５３】この治療方法では、スネア装置４６のリン
グ部４７で病変部位を切除する前にあらかじめスネアす
る下方を弾性体の締め付け具５４で締め付けているた
め、スネア装置４６のリング部４７で病変部位を切除し
た際に発生する出血部位の下流の血管を閉塞することが
できる。そのため、出血の少ない安全な治療を提供する
ことができる。
【００５４】なお、本治療方法では、病変部位を切除し
た際に発生する出血部位の下流の血管の閉塞を弾性体か
らなる締め付け具５４によって行なったが、機械的な緊
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縛によって閉塞する結さつ装置を使用しても良い。
【００５５】また、図１０（Ａ）～（Ｄ）は本発明の第
３の実施の形態を示すものである。本実施の形態は図１
０（Ａ）に示す２チャンネル内視鏡４９を使用した第３
の治療方法を示すものである。本治療方法では２チャン
ネル内視鏡４９の図示しない第１チャンネルに、先端が
Ｌ字型のフッキング装置５６が装填されている。このＬ
字型のフッキング装置５６はあらかじめ先端部５から第
１チャンネルに挿通されている。
【００５６】悪性腫瘍４３を治療する際は、図１０
（Ａ）に示すように内視鏡４９の先端を斜めにしながら
フッキング装置５６の針部５７を悪性腫瘍４３の近傍の
生体組織に穿刺させる。このとき、フッキング装置５６
の針部５７は悪性腫瘍４３を避けながら大腸壁外まで突
出させる。続いて、内視鏡４９を真っ直ぐにした後、そ
のまま引上げる。
【００５７】次に、図１０（Ｂ）に示すように内視鏡４
９の図示しない第２チャンネルから結さつ装置５８を突
出させる。このとき、悪性腫瘍４３から十分な距離を確
保しながら、吊り上げた大腸壁の下方を結さつ装置５８
の結さつ部５９で緊縛していく。
【００５８】その後、第２チャンネルに残っている結さ
つ装置５８をクリップ装置に切り替える。そして、図１
０（Ｃ）に示すように結さつ部５９の上方部分を必要個
数のクリップ６０を用いてクリッピングを行なう。
【００５９】また、最終的には図１０（Ｄ）に示すよう
に第２チャンネルのクリップ装置をスネア装置４６に切
り替える。そして、クリップ６０の上方をスネア装置４
６のリング部４７の緊縛と高周波電流の通電を同時に行
ない悪性腫瘍４３を切除する。
【００６０】この治療方法では、結さつ装置５８によっ
て大腸壁の穿孔をあらかじめ防ぐとともに、クリッピン
グを併用することで出血を防止することができる。この
治療方法により、安全かつ確実な大腸の全層切除術を提
供することが可能となる。
【００６１】また、図１１（Ａ）～（Ｃ）は本発明の第
４の実施の形態を示すものである。本実施の形態は第３
の治療方法（図１０（Ａ）～（Ｄ）参照）の変形例を示
すものである。本変形例では図１１（Ａ）に示すように
第３の治療方法とは別の吊り上げ装置６１を使用する。
【００６２】本変形例の吊り上げ装置の６１の先端には
ピン６２を介して吊り上げ部６３が回動自在に連結され
ている。この吊り上げ部６３の最先端には円錐状の穿刺
部６４が形成されている。通常、この吊り上げ部６３は
電磁石の異電極により図１１（Ａ）に示すようにシース
部６５と平行、つまり、同軸上に配置されている。
【００６３】図１１（Ｂ）に示すように悪性腫瘍４３を
治療するために大腸壁全体を持上げる場合には、内視鏡
４９の図示しない第１チャンネルから本変形例の吊り上
げ装置６１を突出させる。この吊り上げ装置６１は悪性
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腫瘍４３を避けながら大腸壁に押し付けられ、穿刺部６
４によって大腸壁外に突出させる。
【００６４】この状態で、吊り上げ装置６１のシース部
６５と吊り上げ部６３の関係を電気的に異電極から同電
極に変換することにより、図１１（Ｃ）に示すように吊
り上げ部６３はシース部６５に対して垂直な位置に移動
する。このとき、吊り上げ部６３が大腸壁を係止するの
で、十分な吊り上げが可能となる。なお、治療方法につ
いては、前述の第３の治療方法と同様である。
【００６５】また、図１２は本発明の第５の実施の形態
を示すものである。本実施の形態では２チャンネル内視
鏡４９で使用される処置具を次の通り変更したものであ
る。
【００６６】すなわち、本実施の形態では図１２に示す
切除装置６６が使用される。この切除装置６６には先端
形状が楕円状、かつ熱伝導性の材質からなるナイフ部６
７が設けられている。
【００６７】そして、本実施の形態では前述した第１の
治療方法で、生理食塩水を注入し、粘膜下層と固有筋層
とを剥離させ悪性腫瘍４３の周囲をプレカッティングし
た状態で、切除装置６６のナイフ部６７によって悪性腫
瘍４３の病変部位を切除することにより、より確実かつ
広範囲な切除が可能となる。
【００６８】また、図１３は本発明の第６の実施の形態
を示すものである。本実施の形態では２チャンネル内視
鏡４９で使用される処置具の使用方法を次の通り変更し
たものである。
【００６９】すなわち、本実施の形態では図１３に示す
ように２チャンネル内視鏡４９の第１チャンネル５１に
スネア装置４６が挿通され、第２チャンネル５２には先
端をＳ字状に形成した係止部６８を有するガイド装置６
９が挿通される。
【００７０】そして、本実施の形態ではスネア装置４６
のリング部４７を広げる際にガイド装置６９が次の通り
使用される。まず、ガイド装置６９の係止部６８をリン
グ部４７に引っ掛ける。この状態で、第２チャンネル５
２から先端部５の前方に突出されるガイド装置６９の突
き出し量を変化させることによってスネア装置４６のリ
ング部４７の大きさを任意に設定する。
【００７１】この方法では、ガイド装置６９によってよ
り積極的にスネア装置４６のリング部４７の大きさを設
定することができるので、従来に比べて、より大きなル
ープ形状を形成することができる。そのため、より大き
な病変部位を切除する際に有効である。
【００７２】また、図１４（Ａ），（Ｂ）は本発明の第
７の実施の形態を示すものである。本実施の形態では第
１の実施の形態（図１乃至図７参照）の内視鏡１の先端
部５に透明フード７０が装着されている。
【００７３】この透明フード７０には図１４（Ａ）に示
すように弾性体からなる略円筒状のフード本体７１が設
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けられている。このフード本体７１の前端部にはリング
状の摺動部収容溝７１ａが形成されている。この摺動部
収容溝７１ａには略円筒状の可動筒体７２がフード本体
７１に対して前方に突没可能に収容されている。
【００７４】また、フード本体７１には摺動部収容溝７
１ａの後端部に連通するワイヤー挿通孔７１ｂが形成さ
れている。さらに、フード本体７１の後端部にはワイヤ
ー挿通孔７１ｂに連通するガイドチューブ７４の先端部
が連結されている。このガイドチューブ７４の後端部は
内視鏡１の手元側の操作部３側に延出されている。
【００７５】また、可動筒体７２の後端には操作ワイヤ
ー７３の先端部が固定されている。この操作ワイヤー７
３はワイヤー挿通孔７１ｂを介してガイドチューブ７４
内に挿通されている。
【００７６】さらに、透明フード７０は弾性体からなる
フード本体７１の締め付けで内視鏡１の先端部５に固定
されている。さらに、可動筒体７２はこのフード本体７
１に対して操作ワイヤー７３の牽引操作によって進退可
能となっている。なお、可動筒体７２の進退操作は空気
圧を利用したものでも良い。
【００７７】次に、上記構成の本実施の形態の作用につ
いて説明する。本実施の形態では透明フード７０を内視
鏡１に装着した状態で、図１４（Ａ）中に仮想線で示す
ように可動筒体７２を先端側に突出させることにより、
図１４（Ｂ）に示すように可動筒体７２とフード本体７
１との間にリング状の凹部７６が形成される。この凹部
７６に大腸の襞４２を引っ掛けたり、あるいは可動筒体
７２とフード本体７１との間に大腸の襞４２を挟み込む
ことで、積極的に襞４２を捲ることができる。
【００７８】そこで、本実施の形態では上述した通り、
透明フード７０の可動筒体７２とフード本体７１との間
の凹部７６で大腸の襞４２を把持させた状態で、大腸の
襞４２を捲ることにより、一般には観察し難い大腸の襞
４２の裏側近傍にあるポリープ７５の観察も容易とな
る。
【００７９】また、図１５（Ａ）に示す第７の実施の形
態の透明フード７０の第１の変形例のように透明フード
７０の先端側に突起部７７を設け、この突起部７７によ
り襞４２を引っ掛ける構成にしてもよい。この場合でも
第７の実施の形態の透明フード７０と同様の効果を得る
ことができる。
【００８０】さらに、図１５（Ｂ）に示す第７の実施の
形態の透明フード７０の第２の変形例のように透明フー
ド７０の先端側にバルーン７８を設け、このバルーン７
８により襞４２を引っ掛ける構成にしてもよい。この場
合でも第７の実施の形態の透明フード７０と同様の効果
を得ることができる。さらに、通常の挿入時またはバル
ーン７８を膨らませなければ、外径を最小限に抑えるこ
とが可能である。
【００８１】また、図１６および図１７は本発明の第８
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の実施の形態を示すものである。本実施の形態では図１
６に示すように第１の実施の形態（図１乃至図７参照）
の内視鏡１の先端部５にＴバー収納溝８０が形成されて
いる。このＴバー収納溝８０にはＴ字状のＴバー７９が
突没可能に収容されている。さらに、Ｔバー７９には図
示しない操作ワイヤーの先端部が固定されている。この
操作ワイヤーの後端部は内視鏡１の手元側の操作部３側
に延出されている。
【００８２】そして、本実施の形態の内視鏡１の使用時
には図１７に示すようにＴバー７９を先端部５のＴバー
収納溝８０から前方に突出させることにより、ポリープ
７５の手前部分を押え付けることができる。そのため、
この場合にはポリープ７５を内視鏡１の視野の手前側に
倒すことができるので、一般には観察し難いポリープ７
５の奥側（裏側）部分が観察しやすくなる。
【００８３】また、内視鏡１の挿入時にはＴバー７９は
収納溝８０に収められているため、内視鏡１の挿入時に
Ｔバー７９が体壁と干渉することがないので、体壁を損
傷するおそれもない。
【００８４】また、図１８（Ａ）～（Ｃ）は本発明の第
９の実施の形態を示すものである。本実施の形態では図
１８（Ａ）に示すように２チャンネル内視鏡４９の先端
部中央部位に、撮像ユニット８３が埋設されている。こ
の撮像ユニット８３は図１８（Ｂ）に示すように観察カ
バーレンズ８と、積層された複数の光学レンズ８１と、
ＣＣＤ８２などから構成されている。さらに、撮像ユニ
ット８３の後方には電気信号を伝えるための柔軟性を有
するＣＣＤケーブル３６が接続されている。なお、内視
鏡４９の先端構成部９０におけるＣＣＤケーブル３６の
挿通孔にはＯリング８９が嵌着されている。このＯリン
グ８９がＣＣＤケーブル３６の外周面に圧接されてシー
ルされ、２チャンネル内視鏡４９の内部と外側との水密
が確保されている。
【００８５】また、撮像ユニット８３の支持フレーム８
３ａの両側部には回転軸８４がそれぞれ突設されてい
る。そして、この回転軸８４により撮像ユニット８３は
先端部５に対して回動自在に支持されている。さらに、
撮像ユニット８３の支持フレーム８３ａには起上ワイヤ
ー８５の先端部が取り付けられている。この起上ワイヤ
ー８５の後端部は内視鏡４９の手元側の操作部側に延出
されている。
【００８６】また、内視鏡４９の先端部には撮像ユニッ
ト８３の回動方向に相対して第１チャンネル５１、第２
チャンネル５２がそれぞれ対向して配置されている。こ
こで、撮像ユニット８３の外周面には第１チャンネル５
１、第２チャンネル５２との対向面側に第１誘導溝８
７、第２誘導溝８８がそれぞれ設けられている。
【００８７】そして、撮像ユニット８３の起上ワイヤー
８５の牽引操作を行なうことにより、撮像ユニット８３
が回転軸８４を中心に回動し、視野方向も切り替えられ
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る。このとき、図１８（Ｃ）に示すように第２チャンネ
ル５２に挿通された処置具８６は、撮像ユニット８３の
外周面に設けられた第２誘導溝８８に沿って延出され、
切り替えられた撮像ユニット８３の視野方向に突出す
る。
【００８８】そこで、本実施の形態では光学系を有する
撮像ユニット８３に処置具８６の誘導ガイド機構を設け
たので、撮像ユニット８３の視野切り替えと、処置具８
６の誘導とを同時に達成できるため、より効率的な観察
・治療が可能となる。
【００８９】また、図１９および図２０は本発明の第１
０の実施の形態を示すものである。本実施の形態では図
１９に示すように第１の実施の形態（図１乃至図７参
照）の内視鏡１の先端部５の中央部位に配置された観察
用カバーレンズ８の周囲に４つのチャンネル９１ａ～９
１ｄを配設したものである。
【００９０】そこで、本実施の形態の内視鏡１によれ
ば、４つのチャンネル９１ａ～９１ｄからそれぞれ誘導
される処置具９２が図２０に示すように観察用カバーレ
ンズ８の観察像Ｐ内の４隅の方向から中央部位に向けて
突出される状態でそれぞれ表示される。そのため、病変
部位の位置に応じて４つのチャンネル９１ａ～９１ｄの
うち病変部位に処置具９２を最もアプローチさせやすい
いずれかのチャンネルを選択的に使用して処置具９２を
誘導することができる。これにより、病変部位に対する
処置具９２のアプローチの選択範囲が広がるので、治療
時に病変部位に対する処置具９２のアプローチが行ない
やすい作業性に優れた内視鏡１の治療方法が提供でき
る。
【００９１】なお、本実施の形態の内視鏡１では、第１
上下湾曲操作ノブ１８と第１左右湾曲操作ノブ１９とか
らなる第１湾曲操作手段によって第１湾曲部１３と第２
湾曲部１４とを駆動し、第２上下湾曲操作ノブ２０であ
る第２湾曲操作手段によって第２湾曲部１４のみを駆動
する構成を説明したが、これに限定されるものではな
い。すなわち、本発明は大小の湾曲形状の両立を趣旨と
するものであり、本趣旨を達成するためには、術者の好
み、臓器的特長によって、第１湾曲操作手段によって第
１湾曲部と第２湾曲部を駆動し、第２湾曲操作手順によ
って第１湾曲部のみを駆動する構成にしてもよい。さら
に、第１湾曲操作手順によって第１湾曲部と第２湾曲部
を駆動し、第２湾曲操作手段によって第１湾曲部あるい
は第２湾曲部を選択的に駆動する構成にしてもよい。
【００９２】さらに、本発明は上記実施の形態に限定さ
れるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種
々変形実施できることは勿論である。次に、本出願の他
の特徴的な技術事項を下記の通り付記する。
記
（付記項１）  細長な挿入部の先端側に複数の関節駒を
回動自在に連結して構成した第１湾曲部および第２湾曲
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部と、前記挿入部の基端側に連接し、前記第１湾曲部お
よび前記第２湾曲部の湾曲操作などが可能な操作部を有
する把持部とを備えた内視鏡において、前記第１湾曲部
を、前記第２湾曲部より先端側に配置すると共に、第１
湾曲部と第２湾曲部を同時に駆動する第１湾曲操作手段
と第２湾曲部のみを駆動する第２湾曲操作手段を設けた
ことを特徴とする内視鏡。
【００９３】（付記項２）  細長な挿入部の先端側に複
数の関節駒を回動自在に連結して構成した第１湾曲部お
よび第２湾曲部と、前記挿入部の基端側に連接し、前記
第１湾曲部および前記第２湾曲部の湾曲操作などが可能
な操作部を有する把持部とを備えた内視鏡において、前
記第１湾曲部を、前記第２湾曲部より先端側に配置する
と共に、第１湾曲部と第２湾曲部を同時に駆動する第１
湾曲操作手段と第１湾曲部のみを駆動する第２湾曲操作
手段を設けたことを特徴とする内視鏡。
【００９４】（付記項３）  細長な挿入部の先端側に複
数の関節駒を回動自在に連結して構成した第１湾曲部お
よび第２湾曲部と、前記挿入部の基端側に連接し、前記
第１湾曲部および前記第２湾曲部の湾曲操作などが可能
な操作部を有する把持部とを備えた内視鏡において、前
記第１湾曲部を、前記第２湾曲部より先端側に配置する
と共に、第１湾曲部と第２湾曲部を同時に駆動する第１
湾曲操作手段と第１湾曲部と第２湾曲部を選択的に操作
する第２湾曲操作手段を設けたことを特徴とする内視
鏡。
【００９５】（付記項４）  大腸の挿入を目的とした、
付記項１、２および３に記載の内視鏡。
【００９６】（付記項５）  第１湾曲操作手段を前記把
持部近傍に配置し、第２湾曲操作部を把持部よりも遠位
に配置したことを特徴とする、付記項１、２および３に
記載の内視鏡。
【００９７】（付記項６）  ２つ以上の同一の湾曲方向
に湾曲させる牽引ワイヤーを有する内視鏡において、前
記牽引ワイヤーを案内する手段を少なくとも湾曲管内で
隣接して配置したことを特徴とする、付記項１～５に記
載の内視鏡。
【００９８】（付記項７）  内視鏡先端部に内蔵されて
いる固体撮像素子を含む撮像ユニットを回動自在に配置
するとともに、処置具挿通用チャンネルを前記撮像ユニ
ットの両側に併設し、前記撮像ユニットに案内溝を設け
たことを特徴とする内視鏡。
【００９９】（付記項１～６の従来技術）  大腸内視鏡
検査における内視鏡の挿入は、大腸の解剖学的複雑さや
腸の走行・長さが各個人によって千差万別であることか
ら、その手技を習得するのは困難であるといわれてい
る。
【０１００】そのような環境の中で、術者の挿入手技も
進歩を重ね、現在においては腸の襞を引っ掛けながら挿
入するライトターンショートニングといった手技も開発
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されている。また、管腔に沿って内視鏡を挿入し、屈曲
部で内視鏡の先端を引っ掛けて、円弧を形成した内視鏡
挿入部のループを解除し深部への挿入を容易たらしめる
プッシュ法なども開発されている。そのような手技に対
応するため、大腸に挿入される内視鏡においては、先端
部を所望の方向に向けさせる湾曲部の軸方向の長さは、
ある程度の長さが必要とされている。
【０１０１】その一方で、大腸はその解剖学的特徴から
襞が多く形成されており、襞の裏側の観察や治療を行な
うためには、内視鏡の湾曲部は小回りの効くものが要求
される。
【０１０２】小回りが効く湾曲機構としては、Ｐ２００
１－２３２１６６に示されるような細長な挿入部の先端
側に複数の関節駒を回動自在に連結した第１湾曲部およ
びこの第１湾曲部の後側に連設した第２湾曲部の２つの
湾曲を有し、第２湾曲部の軸方向の寸法を、第１湾曲部
の軸方向の寸法よりも小さくしたものが考案されてい
る。
【０１０３】（付記項１～６が解決しようとする課題）
  しかしながら、小回りが効く湾曲機構を採用すれば襞
の裏側の観察や治療は行ない易くなる一方、挿入手技に
おいては、本考案の湾曲部長さでは、襞を掻き分けた
り、円弧を描いた内視鏡挿入部のループを解除するため
に屈曲部に引っ掛ける場合には長さが不十分である。
【０１０４】内視鏡の挿入性を向上させる手段としては
第１湾曲部の軸方向の長さをより長くすることも考えら
れるが、この場合は湾曲の形状が大きくなり小回りが効
かなくなってしまう。
【０１０５】つまり、現状において、湾曲機構を改良す
ることによる挿入性能と観察・治療性能の両立は困難で
あった。
【０１０６】（付記項１～６の目的）  本発明は、上記
事情に鑑みてなされたものであり、第１湾曲操作機構に
よって第１湾曲部と第２湾曲部を同時に作動させること
により湾曲部におけるトータルの軸方向長さを十分に確
保するとともに、第２湾曲操作機構によって第１湾曲部
あるいは第２湾曲部のいづれかを作動させることにより
小回りの効く湾曲形状を実現し、挿入性能と観察・処置
性能の両方に優れた内視鏡を提供することを目的とす
る。
【０１０７】（付記項１～６の効果）  この実施形態で
は、大腸内視鏡において、湾曲部の軸方向長さが長いも
のと小回りの効く湾曲形状を両立することにより、内視
鏡の挿入性能および観察・治療性能を同時に向上させる
内視鏡を提供することが可能である。
【０１０８】（付記項７の従来技術）  内視鏡の処置用
チャンネルから挿通される処置具を所望の方向に誘導す
る手段としては、内視鏡の先端部に配設された処置具起
上機構が知られている。
【０１０９】（付記項７が解決しようとする課題）  し
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かしながら、処置具起上機構によって処置具を所望の方
向に誘導した場合、内視鏡による観察方向は変わらない
ので、内視鏡画像の視野において処置具は視野の中心か
ら遠位へ移動することになる。
【０１１０】つまり、処置を行なう場合にその処置状態
を内視鏡画像の視野における中央部分で捉えられなくな
り、術者にとっては処置が行ないづらい場合があった。
【０１１１】（付記項７の目的）  本発明は、上記事情
に鑑みてなされたものであり、観察をつかさどる撮像ユ
ニットを回動自在に配置すると共に、前記撮像ユニット
に処置具の案内溝を設けることにより、術者にとって処
置が行ない易い環境を提供することを目的とする。
【０１１２】（付記項７の効果）  この実施形態では、
内視鏡処置において、撮像ユニットに処置具の案内溝を
設けたことにより、処置具を所望の方向に誘導する作業
とその方向に視野を向ける作業が同時に行なえる内視鏡
を提供することが可能である。
【０１１３】
【発明の効果】請求項１の発明によれば、細長な挿入部
の先端側にそれぞれ複数の関節駒を回動自在に連結して
構成した２つの湾曲部を挿入部の軸方向に沿って並設
し、挿入部の先端側に配置された第１湾曲部と、この第
１湾曲部の後方に配置された第２湾曲部とを同時に駆動
する第１湾曲操作手段と、少なくとも第１湾曲部および
第２湾曲部のいずれか一方のみを駆動する第２湾曲操作
手段とを挿入部の基端側に連接された操作部に設けたの
で、湾曲部におけるトータルの軸方向長さを十分に確保
して内視鏡挿入部の挿入性能を高めるとともに、小回り
の効く湾曲形状を実現することにより、観察・処置性能
の両方に優れた内視鏡を提供することができる。
【０１１４】請求項２の発明によれば、切換え操作手段
の操作によって第２湾曲操作手段の操作時に作動させる
第１湾曲部と第２湾曲部とを選択的に切換え操作するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の第１の実施の形態を示す大腸内視鏡
の斜視図。
【図２】  第１の実施の形態の内視鏡における湾曲部の
内部構造を示す要部の縦断面図。
【図３】  第１の実施の形態の内視鏡における挿入部の
湾曲部の内部構成を示す横断面図。
【図４】  第１の実施の形態の内視鏡を大腸に挿入して
いる途中で、大腸の脾彎曲部に内視鏡の先端部を引っ掛
けた状態を示す概略構成図。
【図５】  第１の実施の形態の内視鏡で大腸内を観察し
ている状態を示す概略構成図。
【図６】  第１の実施の形態の内視鏡における治療の一
例を示すもので、（Ａ）は悪性腫瘍の下に局注針にて生
理食塩水を注入した状態を示す斜視図、（Ｂ）は悪性腫
瘍の近傍に糸付クリップによってクリッピングを行なう
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状態を示す斜視図、（Ｃ）は悪性腫瘍の周囲に等間隔に
４回の糸付クリップによるクリッピングを行なう状態を
示す斜視図。
【図７】  リング部を悪性腫瘍の全周に掛けてリング部
の緊縛と高周波電流の通電を同時に行ない、悪性腫瘍を
切除する状態を示す斜視図。
【図８】  第１の実施の形態の変形例の内視鏡によって
悪性腫瘍を切除する状態を示す斜視図。
【図９】  本発明の第２の実施の形態を示すもので、
（Ａ）は透明キャップの先端を悪性腫瘍の周辺に接近さ
せた状態を示す斜視図、（Ｂ）は透明キャップ内に吸引
されて持上げた悪性腫瘍の病変部位の根元部分を締め付
け具によって締め付けた状態を一部断面にして示す斜視
図、（Ｃ）は悪性腫瘍の病変部位の根元部分をスネア装
置のリング部で緊縛と高周波電流の通電を同時に行なっ
ている状態を一部断面にして示す斜視図、（Ｄ）は悪性
腫瘍を切除した状態を示す斜視図。
【図１０】  本発明の第３の実施の形態を示すもので、
（Ａ）はフッキング装置の針部を悪性腫瘍の近傍の生体
組織に穿刺させた状態を示す斜視図、（Ｂ）は吊り上げ
た大腸壁の下方を結さつ装置の結さつ部で緊縛していく
状態を示す斜視図、（Ｃ）は結さつ部の上方部分を複数
のクリップを用いてクリッピングを行なう状態を示す斜
視図、（Ｄ）は悪性腫瘍を切除した状態を示す斜視図。
【図１１】  本発明の第４の実施の形態を示すもので、
（Ａ）は吊り上げ装置を示す斜視図、（Ｂ）は吊り上げ
装置を大腸壁に押し付け、穿刺部によって大腸壁外に突
出させた状態を示す斜視図、（Ｃ）は悪性腫瘍を治療す
るために大腸壁全体を持上げた状態を示す側面図。
【図１２】  本発明の第５の実施の形態の２チャンネル
内視鏡における切除装置の使用状態を示す斜視図。
【図１３】  本発明の第６の実施の形態の２チャンネル
内視鏡で使用される処置具の使用状態を示す斜視図。
【図１４】  本発明の第７の実施の形態を示すもので、
（Ａ）は内視鏡の先端部に透明フードが装着されている
状態を一部断面にして示す側面図、（Ｂ）は可動筒体と
フード本体との間にリング状の凹部で大腸の襞を捲って
いる状態を示す側面図。
【図１５】  （Ａ）は第７の実施の形態の透明フードの
第１の変形例を一部断面にして示す側面図、（Ｂ）は第
７の実施の形態の透明フードの第２の変形例を一部断面
にして示す側面図。
【図１６】  本発明の第８の実施の形態の内視鏡の先端
部を示す斜視図。
【図１７】  第８の実施の形態の内視鏡のＴバーによっ
てポリープの手前部分を押え付けた状態を示す側面図。
【図１８】  本発明の第９の実施の形態を示すもので、
（Ａ）は内視鏡の先端部を示す正面図、（Ｂ）は内視鏡
の先端部の内部構造を示す縦断面図、（Ｃ）は撮像ユニ
ットの視野方向の切り替え状態を示す縦断面図。
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【図１９】  本発明の第１０の実施の形態を示す内視鏡
の先端部の斜視図。
【図２０】  第１０の実施の形態の内視鏡の観察像を示
す平面図。
【符号の説明】
２    挿入部
３    操作部 *
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*１３    第１湾曲部
１４    第２湾曲部
１８    第１上下湾曲操作ノブ（第１湾曲操作手段）

１９    第１左右湾曲操作ノブ（第１湾曲操作手段）

２０    第２上下湾曲操作ノブ（第２湾曲操作手段）

２４    第１湾曲駒（関節駒）
２５    第２湾曲駒（関節駒）

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】

【図７】
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【図１２】

【図１５】 【図１６】 【図１７】

【図２０】
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